
 

  

 

平成 29 年 9 月 8 日 
   

医療法人慈生会に対する 

「〈ひろぎん〉健康経営評価融資制度」の実行について 
 
 

株式会社広島銀行（代表取締役頭取 池田 晃治）では、「〈ひろぎん〉健康経営評価融資制度」 

により、医療法人慈生会(本社：広島県福山市、理事長 前原 敬悟)に対する融資を実行しました 

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 
１．案件概要（「〈ひろぎん〉健康経営評価融資制度」商品概要については別紙をご参照ください。） 

企 業 名 医療法人慈生会 

健 康 経 営  

評 価 結 果  
「Ｓ」（最上位：健康経営への十分な取組みが実践されている） 

評価のポイント 

当社については、以下 2 点を特に評価しました。 

① PNS※（ペアを組んだ従業員同士による情報共有や業務の補完）制度

の導入による時間外勤務の削減や、有給休暇・育児休暇を取得

しやすくするための環境整備に取組んでいること 

② 従業員に対し、医療従事者として必要な幅広い知識習得（食生活の

改善やメタボ・ロコモ防止など）のための定期的な研修を行い、従業員

自身の健康意識向上に繋げていること 

※パートナーシップ・ナーシング・システム 

 
２．医療法人慈生会 会社概要等 

所 在 地 広島県福山市王子町１丁目 6-17 

代 表 者 前原 敬悟 

ホームページ http://jiseikai-med.or.jp/ 

事 業 内 容  病院（内科・胃腸科・放射線科・リハビリテーション科・緩和ケア内科） 

健康経営への 

取 組 み 

当会では、産休・育休から復帰した従業員に対し時短勤務あるいは

時差勤務への転換を推進し、子育てとの両立を支援しています。 
今後についても、メンタルヘルスケアの窓口を設けるなど、従業員の

心身の健康に配慮した環境づくりを目指します。 

以上 
 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 
株式会社 広島銀行 法人企画部 
  ℡（082）247－5151（代表） 

/jump/ir/news/paper/news170908.html


〈別紙〉 

「〈ひろぎん〉健康経営評価融資制度」について 

 

○「健康経営」とは 

 従業員の健康を重要な経営資源と捉え、企業が従業員の健康増進に積極的に取り組むこと。

健康経営への取り組みにより、企業の生産性向上・業務効率化に繋がるとされているほか、

「従業員を大切にする会社」として、企業のイメージアップにも繋がります。 

 

○「〈ひろぎん〉健康経営評価融資制度」の特長 

  ・企業の「健康経営」への取り組み度合いを当行独自の評価ツールにより、「Ｓ」「Ａ」「Ｂ」

「Ｃ」の４段階で評価し、「Ｂ」以上と評価された場合、ご利用いただける融資制度です。 

・評価結果と資金使途に応じ、最大年 1.1％の金利引下げをいたします。 

・融資実行後、評価結果をフィードバックし、健康経営促進に向けた業務提携先もご紹介 

いたします。また、評価結果が「Ａ」以上の場合は、ご希望に応じて当行によるニュー

スリリースも実施いたします。 

・更なる取り組み向上を希望される企業に対しては、「ステップアッププラン」を作成し、

改善項目の抽出や具体的な対応策を提案いたします。 

 

○制度概要 
 

タ イ プ 証書貸付型 当座貸越型 

対象地域 制限なし 広島県 

融資対象者 

営業エリア内で原則 1年以上継続して同一事業を営む法人のお客さま
で、以下に該当される方 

従業員の健康増進に向けた取り
組みを実践しており、健康経営評価
が｢Ｂ｣以上 

以下をいずれも満たす方 
①従業員の健康増進に向けた取り

組みを実践しており、健康経営
評価が｢Ｂ｣以上 

②協会けんぽの会員企業で「ヘルス
ケア通信簿」を当行へ提出可能

資金使途 事業活動に必要な設備資金・運転
資金 事業活動に必要な運転資金 

融資金額 1 億円以内 極度額：1億円以内 

融資期間 運転:7 年以内／設備:10 年以内 契約期間:1 年間 
個別貸出期間:6 ヶ月迄 

融資利率 
当行所定の金利（変動金利） 
※ 健康経営評価結果に応じて、最大年 1.0％の金利引下げ 
※ 証書貸付型の場合、健康経営に資する投資は別途年 0.1％金利引下げ

返済方法 
元金均等分割返済（融資期間 1 年
以内の場合、期日一括返済も可能）

期日一括返済または元金均等分割
返済 

担保･保証人 当行所定の審査によります 

 


